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COVID-19 関連法令 (十四)

COVID-19の影響を受け受領した政府補助の課税規定

財政部は個人、医療(事務)機関、営利事業者又は教

育、文化、公益、慈善機関又は団体がCOVID-19の

影響を受け、政府補助を受領した場合の関連課税規

定を2020年11月25日付台財税字第 10904629980号

解釈通達として公布しました。

当該通達に基づき、厳重特殊伝染性肺炎予防治療

及び救済振興特別条例第9条の1の規定が適用さ

れ、政府から受領する助成金、補助、手当、奨励及び

補償については、所得税の納付が免除されます。

一方、一般原則においては、営利事業者が政府から

受領した企業補助金は、取得年度の収入として申告

し、所得税法第24条規定に基づいて営利事業所得税

を計算する必要があります。

台北国税局は2020年11月30日付のプレスリリースに

おいて次の注意喚起をしています。

所得税法第24條第1項に「営利事業所得の計算は、

その年度の収入総額の中から、各種の原価費用、損

失及び租税を差し引いた後の純益額をその所得額と

する。」と規定されています。前述の所得税納付免除

の規定を満たす場合を除いて、営利事業者が政府か

ら受領した補助・奨励は、取得年度の収入に算入し、

営利事業所得税を計算する必要があります。なお、

営利事業者が償却固定資産の購入・建設又は設備

の増設・拡充に関する政府の専門計画補助奨励を受

けた場合、その取得した補助金額は、購入・建設した

固定資産又は増設・拡充した設備の減価償却資産耐

用年数に基づき、年ごとに平均して収益を認識するこ

とができます。

国税局は次の例を挙げて説明しています。

A社は2020年度に政府が給付する研究開発奨励補

助金NT$50万を取得しました。 また、COVID-19の影

響により、経営に困難が生じ、経済部に運営資金助

成金NT$15万を申請し受領しました。 A社は2020年度

営利事業所得税確定申告時に、補助金収入NT$65万

を申告する必要があります。但し、 NT$65万のうち運

営資金助成金NT$15万は所得税の納付が免除される

ため、商業会計法第34条及び商業会計処理準則第

36条の規定に基づき営業外収益に計上しますが、営

利事業所得税の申告の際に、当該NT$15万の補助金

を簿外にて益金不算入とし、課税所得額及び納付す

べき営利事業所得税を計算する必要があります。

なお、救済条例第9条の1第1項規定の所得税の納付

免除規定を適用する結果、課税所得がマイナスにな

るケースにおいても、そのマイナスとなる課税所得を

そのまま税務上の欠損金として取り扱うことができま

す。将来所得税法第39条の欠損控除規定を適用し、

利益がある年度の課税所得から控除する際にも、当

該免税所得を差し引く必要はありません。
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財政部令

2020年11月25日

台財税字第 10904629980 号

一、厳重特殊伝染性肺炎予防治療及び救済振興特別条例第9条の1第1項の規定により、厳重特殊伝染性肺炎

の影響を受け、本条例、伝染病予防治療法第53条又はその他の法律規定に基づき、政府から受領する助成

金、補助、手当、奨励及び補償(以下、各補助)については、所得税の納付を免除する。上述の免税規定は、

伝染病予防治療法第53条等の規定又はその認定細則に規定の補助対象及びその受領した各補助に適用さ

れる。

二、政府機関(部署)が前項目の所得税が免除される各補助を支給した場合、所得税法第89条第3項の規定による

管轄税務当局への申告は免除される。

三、医療(事務)機関、営利事業者又は機関や団体は第1項目の各補助を受領した場合、取得年度の免税収入に

計上しなければならない。その必要原価及び関連費用は実額を控除することができ、当該免税収入に個別に

帰属又は分担する必要はない。
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